
秘密⽂書等の管理について（第109回公⽂書管理委員会 資料2-2より抜粋）

（補⾜）➀特定秘密である情報を記録する⾏政⽂書についても、
他の⾏政⽂書と同様、公⽂書管理法等の適⽤を受け、⾏政⽂
書の作成、整理、保存、⾏政⽂書ファイル管理簿への記載・
公表、国⽴公⽂書館等への移管、及び内閣総理⼤⾂への協議
とその同意を得た後の廃棄等の規律が適⽤される。
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〇すなわち、➀特定秘密である情報を記録する⾏政⽂書に
ついては、同ガイドラインの定めのほか特定秘密保護法
等（※）に基づき管理するとする⼀⽅、➁⼀般の秘密⽂書
については、これを極秘⽂書及び秘⽂書に分類した上で、
その指定や保存、提供、廃棄の⽅法等について具体的に
規律している（右図参照）。

（※）特定秘密保護法、同施⾏令、特定秘密保護法の運⽤基準
及び各⾏政機関が定める特定秘密保護規程

＜公⽂書管理課⻑通知１̶９(秘密⽂書等の管理について)図＞
〇⾏政⽂書の管理に関するガイドラインにおいては、秘密
⽂書等の管理について、➀特定秘密である情報を記録す
る⾏政⽂書と➁特定秘密以外の秘密保全を要する⾏政⽂
書（⼀般の秘密⽂書）とを分けて規定している。
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＜ 公⽂書管理課⻑通知１̶９図 改正案 ＞

⾏政⽂書ガイドライン等における秘密⽂書等の管理に係る規定の改正（案）

〇重要経済安保情報の保護及び活⽤に関する法律（令和６年
法律第27号。以下「重要経済安保情報保護活⽤法」とい
う。）の施⾏（令和７年５⽉16⽇予定）に伴い、特定秘密
である情報を記録する⾏政⽂書の場合と同様に、「重要経
済安保情報」を記録する⾏政⽂書については、⾏政⽂書ガ
イドラインの定めのほか重要経済安保情報保護活⽤法等（※）
に基づき管理することとなる。

（※）重要経済安保情報保護活⽤法、同施⾏令、重要経済安保情報保護活
⽤法の運⽤基準及び各⾏政機関が定める重要経済安保情報保護規程

〇このため、⾏政⽂書ガイドライン及び課⻑通知中、特定秘密
に関する記載のある部分に「重要経済安保情報」を追記する
などの改正を施すもの。
＜改正の概要＞
・⾏政⽂書の管理に関するガイドライン（「第10 秘密⽂書等の管理」）
及び課⻑通知１－９「秘密⽂書等の管理について」
→重要経済安保情報を記録する⾏政⽂書については、公⽂書管理法・ガイドライン
のほか重要経済安保情報保護活⽤法等に基づき管理することを規定

・課⻑通知１－６「⾏政⽂書の保存期間の延⻑、移管、廃棄について」
→重要経済安保情報⾏政⽂書ファイル等の廃棄に当たり、公⽂書管理法に基づき
内閣総理⼤⾂の同意を得なければならないことを規定

・課⻑通知２－３「共有フォルダにおける⾏政⽂書の電⼦的管理に関するマニュアル」
→重要経済安保情報を記録する⾏政⽂書について、各⾏政機関の重要経済安保情報保護
規程等に基づきアクセス制限の措置を講じることを規定


